
 『土地家屋調査士専門職能継続学習制度』〈CPD〉について 

１ 「土地家屋調査士ＣＰＤ」構築の趣旨 

現今の社会環境及び司法制度を取り巻く環境が急速に変化する中, 「法律関連専門職種」，「測量技術者」として

の土地家屋調査士の責任は非常に重大であり，プロフェッショナルとして社会の要請に応えていかなければなり

ま せん。そのためには，業務遂行に供する専門知識と技術の更なる維持向上を図ることが不可欠であります。つ

まり，われわれ土地家屋調査士は，専門資格者とし て継続的な能力開発を進めていかなければなりません。日

常的に自己研鑽に励み，努力している会員の取り組みをバックアップしていくことを目的とした「土地 家屋調査士

専門職能継続学習」（「土地家屋調査士ＣＰＤ」）制度の構築が必要になってくるわけです。  

この度，会員の継続的な自己研鑽の取り組みを，全国共通の基準で適正・公平に評価し，それらを公表すること

で常に最新の専門知識・技術をもって社会の要請 に応えている土地家屋調査士を社会にアピールし，社会的評

価を獲得するために本システムを構築するものです。 

２ 「土地家屋調査士ＣＰＤ」の概要 

◇ ＣＰＤって何ですか？ ◇ 

ＣＰＤとは，（Continuing Professional Development）の頭文字をとった略称です。  

われわれ専門資格者たる土地家屋調査士は，業務に関連する法律の改正，測量技術の急速な進展に伴い，常

に業務遂行に必要な最新の知識・技術の習得，さらに 能力の維持・向上を図っていかなくてはなりません。その

ために，研修会・講習会への参加，専門書の購読等の履歴を共通の基準で評価し，単位（ポイント）を 付与し，そ

れをインターネット等で公開することで，専門資格者たる土地家屋調査士の社会的認知度の向上を図るもので

す。 

◇ 今，なぜ ＣＰＤなのか？ ◇  

多様化し複雑化した現代社会が，われわれ専門資格者，所謂プロフェッショナルに対してもっている要請に，プロ

フェッショナルとしてどう応えるか，その一つがＣＰＤなのだといえます。  

現代社会において，われわれ専門資格者は，情報開示を求められています。土地家屋調査士は，社会において

一つの特権を取得した国家資格者です。国家資格者 として，その実務実績等の情報を開示することは，サービス

の享受者である国民が業務を依頼する際の一判断材料としての有効な情報を得ることとなり，依頼者 との信頼

関係を構築する基本的な条件となるものです。  

本来プロフェッショナルは，誰に強制されることなく日々研鑽を積み，倫理を守り，自身の専門性を常にプロフェッ

ショナルであるに相応しいレベルに保ってい ますが，それらを目で見てもらい，説明をして理解してもらうことを制

度として位置付けることが，社会の要請であり，社会の要請に応えるために今，ＣＰＤな のです。 

◇ ＣＰＤ制度の目的 ◇  

土地家屋調査士の研修については, 土地家屋調査士法第 25 条により「調査士は、その所属する調査士会及び

調査士会連合会が実施する研修を受け,その資質の向上を図るように努めなければならない。」と明文化されてお

ります。  

土地家屋調査士ＣＰＤは，まさに土地家屋調査士会員の資質の向上を図ることで土地家屋調査士の社会的信用

を高め，高い業務資質を国民に提供し社会に貢献することを目的とします。 


